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別紙標準様式（第７条関係）   会 議 録 

会 議 の 名 称 第３３期 第８回社会教育委員会議 

開 催 日 時 平成２７年７月２３日（木） 
午後３時３０分から 

午後５時００分まで 

開 催 場 所 枚方市市民会館 第５集会室 

出    席    者 
加堂裕規議長、石塚美穂副議長、嶋田雅人委員、 

志保田務委員、西田スマコ委員、服部寛治委員 

欠 席 者 
青野明子委員、國光利彦委員、中村奈緒美委員、松浦清委員、

森山孝一老委員 

案  件  名 

１．超高齢社会における社会教育について 

２．「枚方市立図書館第 2 次グランドビジョン」の総括及び意

見書案について 

３．「枚方市立図書館条例」及び「枚方市立図書館条例施行規

則」の改正について（報告） 

４．その他 

提出された資料等の 

名 称 

・資料１．第 7回社会教育委員会議での検討内容まとめ 

・資料２．超高齢社会における社会教育について（意見）[案] 

・資料３．第 33期第 7回社会教育委員会議 意見等整理表(案) 

・資料４．１ 枚方市立図書館第 2次グランドビジョンの進捗

状況一覧（平成 23年度～平成 26年度） 

     ２ 第 2次枚方市子ども読書活動推進計画（進捗管

理表 平成 24年度から平成 26年度） 

・資料５．枚方市立図書館第 2次グランドビジョンの総括 

・資料６．枚方市立図書館第 2次グランドビジョンの総括につ

いて（意見）[案] 

・資料７．枚方市立図書館条例 

・資料８．枚方市立図書館条例施行規則 

決   定   事   項 

・超高齢社会における社会教育について、意見書案を提示し、

最終的な修正を行い、意見書としてとりまとめ、提出する。 

・第 2次グランドビジョンの総括については、検討内容をふま

えた意見書を提示し、とりまとめて提出する。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 
公開 

会議録等の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ４人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
社会教育部社会教育課 
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時間 発言者 発言要旨 

15:30 

 

加堂議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今から、第３３期第８回枚方市社

会教育委員会議を開催いたします。 

委員の皆様におかれましては、公私ご多忙の折、ご出席いただ

きましてありがとうございます。 

それでは早速ですが、事務局より委員の出席状況の報告並びに

資料の確認をお願いします。 

 

 

はい。本日の委員の出席状況は、委員１１人中６人の方が出席

されておられます。 

枚方市社会教育委員会議運営要綱第５条により過半数の出席

がございますので、会議が成立していることを報告いたします。

なお、「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」第３条に

基づき、本会議は公開となっており、傍聴の方がおられますので

ご報告いたします。 

続きまして、本日の資料でございますが、まず本日の会議の「次

第」に続きまして、資料１「第７回社会教育委員会議での検討内

容まとめ」は、前回の会議での「超高齢社会における社会教育に

ついて」の検討内容の概略を１枚にまとめたものでございます。 

資料２「意見書（案）」は、前回の会議でいただきましたご意

見を踏まえまして、事務局で意見書の案の形でまとめさせていた

だいたものでございます。 

資料３「第３３期第７回社会教育委員会議意見等整理表（案）」

につきましては、資料２の意見書案の作成のために、前回会議で

委員からいただいたご意見の内容を、意見整理表の形でまとめた

ものでございます。 

 続いて資料４の１「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの

進捗状況一覧 平成２３年度から平成２６年度」は、第３次グラ

ンドビジョンを今年度策定するに当たり、現在までの取り組みの

成果と今後に向けた課題を明らかにするために、第２次グランド

ビジョンに基づく平成２３年度から平成２６年度まで取り組み

内容をまとめたものでございます。 

同じく資料４の２の「第２次枚方市子ども読書活動推進計画 

進捗管理表 平成２４年度から平成２６年度」は、先ほどの資料

４－１の子ども読書活動の推進に係る部分について、より詳し

く、第２次枚方市子ども読書活動推進計画に基づく全市的な取り

組みとともにまとめたものでございます。 
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加堂議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの総括」につ

きましては、第２次グランドビジョンでお示ししたサービス展開

の方向性について、サービス種別ごとの総括とビジョン全体にわ

たる総括を行ったものでございます。 

続きまして資料６「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの

総括について（意見）［案］」につきましては、教育委員会の行っ

た第２次グランドビジョンの総括につきまして、社会教育委員会

議からいただく意見書の案でございます。 

続きまして、資料７の「枚方市立図書館条例」と、同じく資料

８の同施行規則につきましては、この間、行いました条例規則の

改正についてご報告するための資料でございます。 

以上、資料の過不足はございませんか。 

なお、「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」第５条

第４項の規定に基づき、配布資料を傍聴者の閲覧に供しますが、

会議終了後に回収をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、次第にしたがいまして、進めてまいります。 

では、案件１の「超高齢社会における社会教育について」の中

の（１）「第７回社会教育委員会議での検討事項の確認」と、（２）

「意見書案について」を事務局からまとめて説明をお願いいたし

ます。 

 

はい。それでは、前回委員会議での検討事項の確認からご説明

をいたします。 

資料１をごらんください。申しわけございませんが、ここで１

点修正がございます。この資料の１．これまでの経過の中に、平

成２６年１１月のところでございますが、第３３期第３回となっ

ておりますけども、これは第５回の誤りでございますので、申し

わけございませんが修正をお願いいたします。 

こちらは前回の検討内容をまとめたものでございまして、１の

これまでの経過では、本年５月に開催いただきました前回の委員

会議にて、検討テーマのタイトルを「高齢化社会における社会教

育」から、枚方市の現状に合わせて「超高齢社会における社会教

育」に改め、それまでの議論を踏まえて、意見書素案全体につい

てご議論いただきました。 

本日につきましては、前回委員会議での意見書素案に係る議論

を踏まえて修正をした意見書案について、最終調整を行い、意見

書の取りまとめをお願いしたいと存じます。 

続いて、２の意見書素案に係る検討経過でございますが、こち
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らは本文でご説明したほうがわかりやすいと存じますので、資料

２の超高齢社会における社会教育の意見書案のほうでご説明い

たします。 

それでは資料２をごらんください。よろしいでしょうか。 

こちらが社会教育委員会議からいただく予定の意見書案とな

ります。鑑文をめくっていただきまして、別紙、意見書案をごら

んください。前回５月の委員会議におきまして、いただきました

ご意見を踏まえ、修正を行いました部分につきましては網かけで

表記をしております。 

１のこれまでの経過につきましては、前回５月の委員会議での

検討内容と、本日の委員会議での意見書全体の整理を行うことを

書いております。 

続いて、２の検討にあたっての考え方と、裏面２ページに移っ

ていただきまして、我が国及び枚方の高齢化社会全体に係る状況

と、それに伴う問題点や課題を整理しました、３．高齢化社会の

現状と問題点につきましては、前回の委員会議において異論はご

ざいませんでしたので、前回配布いたしました資料そのままの内

容となっております。 

次に５ページに移っていただきまして、４「課題解決に向けた

取り組み」の中の（１）「成長の乏しい“低成長時代”における

経済的な豊かさの維持・向上」と、下段にございます（２）「地

域社会を支える地域コミュニティの再生」につきましては、前回

委員会議において異論はなく、修正点はございません。 

続いて６ページに移っていただきまして、（３）「社会生活にお

ける『つながり』の再生」につきましては、地域の人々のつなが

りを取り戻すための仕組みづくりに関して、「時間的な余裕を持

つ高齢者の生きがいづくり、健康づくりとも関連させながら」と

「健康づくり」の言葉が新たに入っております。 

ここで、資料３の「第３３期第７回社会教育委員会議意見整理

表案」をごらんください。よろしいでしょうか。 

前回の委員会議におきまして、西田委員から表の論点（キーワ

ード）のところにございますように、高齢者の健康づくりを地域

に還元する仕組みづくりや高齢者の健康づくりの活動が、地域づ

くりや地域リーダー養成に寄与している現状についてご指摘が

ありました。このご指摘を受けまして、先ほどのように「健康づ

くり」の言葉を加えさせていただきました。 

西田委員のご意見の下に志保田委員のご意見がございます。志

保田委員からは、これからの超高齢社会における社会教育を考え

ていく際の社会教育委員の活用と、その活動の重要性についての
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加堂議長 

 

 

 

事務局 

 

 

加堂議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘がございました。 

ここで申しわけございませんが、再び先ほどの資料２の７ペー

ジ、５の枚方市全体としての取り組みの重要性のところをごらん

ください。 

網かけのところにございますように、志保田委員のご意見を

「枚方市社会教育委員は、その取り組みを社会教育側面からチェ

ックし、それぞれの立場から教育委員会に助言を行う立場にあ

り、超高齢社会における社会教育の推進にあたっては、市・教育

委員会とともに推進していかなければならない」と書かせていた

だきました。 

資料２の修正部分は以上でございまして、この資料２の意見書

案についてご検討いただきたいと存じます。 

案件１のご説明は以上でございます。 

 

ただいま事務局より「第７回社会教育委員会議での検討事項の

確認」と「意見書案」につきまして説明がありましたが、何かご

質問・ご意見はございませんか。 

 

特に通しで確認するというので、よろしいでしょうか。通しで

読んだほうがいいでしょうか。 

 

そうですね。 

 

それでは、意見書案について、改めて全文を読ませていただき

ますので、ご確認をお願いいたします。それでは、資料２の鑑文

をめくっていただきました意見書案、１ページからご説明させて

いただきます。 

意見書案、超高齢社会における社会教育について。 

１．これまでの経過。平成２６年２月に開催した第３３期第２

回社会教育委員会議において、少子高齢化が進行する社会におけ

る本市の社会教育行政が果たすべき役割等について明らかにし

ていく必要があるとして、高齢化が進行する社会における社会教

育という意味での「高齢化社会における社会教育」を第３３期社

会教育委員会議の検討テーマとして選択した。 

平成２６年５月には、検討に先立ち、本市の社会教育現場の状

況を知るため、市内の社会教育施設等の見学会を行った。 

平成２６年７月の第３回社会教育委員会議では、施設見学の感

想や意見の交換を行った。 

平成２６年１１月の第５回社会教育委員会議では、これまでの
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経過の確認、検討に当たっての考え方の整理、高齢化社会の現状

と問題点の検討等を行った。 

平成２７年３月の第６回社会教育委員会議では、第５回社会教

育委員会議での議論のまとめ、高齢化社会の現状と問題点の整理

及び課題の解決に向けた取り組みについて検討を行った。 

平成２７年５月の第７回社会教育委員会議では、第６回社会教

育委員会議での議論のまとめ、課題の解決に向けた取り組みの整

理及び意見書全体のまとめについて検討を行った。 

平成２７年７月の第８回社会教育委員会議では、第７回社会教

育委員会議での議論のまとめ、意見書全体についての整理を行っ

た。 

２．検討にあたっての考え方。一般に６５歳以上の人口が総人

口に占める割合（高齢化率）が７％を超えると高齢化社会、１４％

を超えると高齢社会、２１％を超えると超高齢社会と分類され

る。 

平成２５年度の本市の高齢化率は２３％（国全体では平成２５

年度で２５．１％）であり、今後の人口推計を見ると、平成５０

年度には本市の高齢化率は３３．９％に達する見込みである。 

本市においては、高齢化とともに少子化の傾向も見られ、平成

２５年度の本市の人口に占める１４歳以下の年少人口の比率は

１４．０％で、平成５０年度には１０．８％になると予測されて

おり、現在枚方市民は少子高齢化が進行する社会に暮らしてい

る。 

このように高齢化社会の問題は、本市においては少子化社会の

問題でもあり、また少子化は同時に人口減少と生産年齢人口（１

５歳から６４歳）の減少をもたらす。 

本市の超高齢社会における社会教育を検討するに際しては、そ

の対象を高齢者に限定することなく、高齢化が進行する社会の中

で、子どもから高齢者に至る全ての世代とともに、障害者や外国

人など地域で生活する全ての人を対象として、どのような社会教

育行政を今後行っていくべきかを検討することが求められてい

る。 

現在本市の社会教育行政が担っている内容は、次のとおりであ

る。社会教育における成人教育（人が地域で生活するのに必要な

基礎的な知識や技術等の教育）。それから、文化活動の育成、図

書館サービス。続いて、文化財保護の啓発と歴史の伝承。スポー

ツ振興。 

これらの内容は、平成１８年の生涯学習推進体制の再編時に、

本市における社会教育行政の役割を「生涯学習推進の一翼として
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捉え、学習する主体を育てる基礎的な部分を担う」と定めたこと

を踏まえ決定したもので、当初青少年教育も含まれていたが、平

成２４年度の機構改革の際に、青少年教育が総合行政部門の所管

となり現在に至っている。 

本市の超高齢社会における社会教育のあり方を検討するに当

たっては、より効果的な社会教育行政を進める観点から、この枠

組みについても検討を加え、少子高齢化が進行する社会の中で、

市民誰もが活き活きと生きられる社会の構築に向けて、本市の社

会教育が担うべき役割や今後進むべき方向を明らかにしてくこ

とが必要である。 

３．高齢化社会の現状と問題点。（１）高齢化社会の現状、①

日本の状況。内閣府の平成２６年度版「高齢社会白書」によると、

平成２５年１０月１日現在の日本の総人口は１億２７３０万人

で、そのうち６５歳以上の高齢者人口は３１９０万人と過去最高

となっている。高齢化率（総人口に占める６５歳以上の人口の割

合）は、２５．１％である。一方、生産年齢人口（１５歳から６

４歳人口）は、３２年ぶりに８０００万人を下回り、７９０１万

人である。 

さらに総人口が減少する中で、高齢化率はその後も上昇を続

け、平成３２（２０２０）年には２９．１％に、平成５２（２０

４０）年には３６．１％に、そして平成７２（２０６０）年には

３９．９％（２．５人に１人が６５歳以上）に上昇すると推測さ

れる。 

この状況から、平成３２（２０２０）年には高齢者１人に対し、

生産年齢人口２．０人で、平成５２（２０４０）年には１．５人

で、そして平成７２（２０６０）年には１．３人で支えることと

なる。 

このように日本はどこの国もこれまで経験をしたことがない

高齢化社会を迎えようとしている。 

②枚方市の状況。「ひらかた高齢者保健福祉計画２１」による

と、枚方市における人口は平成２１（２００９）年度をピークに

減少傾向にあるが、６５歳以上の総数は毎年上昇を続けており、

平成２３（２０１１）年度には高齢化率が２１％となった。今後

も高齢者人口並びに高齢化率の増加傾向は続き、平成２７（２０

１５）年度には、高齢化率が２５％を超え、市民の４人に１人が

６５歳以上の高齢者になる見込みである。さらに、枚方市人口推

計調査報告書（平成２６年１月）によると、１０年後の平成３５

（２０２３）年には２８．６％、２０年後の平成４５（２０３３）

年には３０．９％と３０％を超えることが予測される。 
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一方、０から１４歳の比率は、少子化傾向により、平成２５年

では１４．０％なのに対し、１０年後の平成３５（２０２３）年

には１１．８％に、２０年後の平成４５（２０３３）年には１０．

８％となっていく。 

また、「枚方市子ども・子育て支援事業計画」によると、年少

人口（０歳から１４歳）割合については、全国平均及び大阪府の

数値よりも若干高いものの減少傾向となっており、平成２２（２

０１０）年には１３．７％となっている。 

このように、枚方市は総人口・児童人口ともに、今後は緩やか

に減少が続く見込みである。 

（２）高齢化社会の問題点と課題。①問題点。高齢化社会の問

題点としては、２の検討に当たっての考え方でも示したとおり、

少子高齢化が原因となって生じる問題が考えられる。 

一つは、生産年齢人口比率の低下によりもたらされる成長性の

乏しい“低成長時代”を迎えるにあたり、今の経済的な豊かさが

脅かされることである。 

今、結婚しない人がたくさんいる。なぜ結婚しないかという理

由は、経済的な問題が主な要因の一つと考えられる。結婚したか

らといっても、子どもができて経済的負担がふえるのに対して、

子どもを育てることに対する社会的保障が追いついておらず、な

おかつ将来的な不安も大きいことが一番の原因との意見がある。 

このような状況で少子化がより一層進行し、２０６０年には１

人が１人を支える時代となる中で、地域社会での社会教育やボラ

ンティアなどの活動を誰がどのように担い行っていくかが大き

な問題となることが考えられる。 

２つ目は、地域社会を支える地域コミュニティの衰退である。 

実際にある市の市街地のマンションでは、マンション全体が自

治会に入ることを拒否していて、マンションの住民は地域の餅つ

きであるとか盆踊りであるとか、そういったものは全く声かけも

されていない状態のところもあると聞く。 

また、ひとり暮らしが多くなっており、以前のように２世帯で

生活している家庭は減ってきている。また、空き家も増えている。 

このような中で、近隣との関係が希薄化したり、地域では子ど

もたちの声を聞くことが減っている状況もある。 

一方で、枚方市は自治会加入率が７０％台を維持しており、特

に高齢者においては活発に地域コミュニティや老人会、学校行事

等に多く参加している状況がある。 

このような中で、挨拶等のコミュニケーションを通じて顔見知

りがふえ、地域の防災に生かす取り組みにつながっているところ
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もある。 

しかし、全体的にはコミュニティ意識が希薄化し、年々自治体

加入率が低下している現状で、地域間の温度差や、活動をずっと

同じ方が担っていたり、高齢化が目立っている状況がある。 

３つ目は社会生活における「つながり」の希薄化である。 

団塊の世代を初め、高齢者は地域で積極的に活動している方

や、つながりを求めてボランティア活動などへ参加する方もある

一方で、さまざまな講座や活動に参加はしているが、それを生か

して何をしていいかわからないという声も聞く。市や地域の講座

や行事には多くの方が参加するが、それが地域活動にまではなか

なかつながっていない。 

また、地域の子どもが参加する行事などには、保護者や地域の

高齢者の方が参加するが、その他の行事には子どもの参加は大変

少なく、世代のつながりがない状況である。 

さらに、地域コミュニティの衰退とも重なるが、ＰＴＡや地域

の役員などを引き継ぐ担い手が減少しており、活動を安心して

後々につないでいく仕組みを維持することも難しさを増してい

る。 

②課題。それでは、上記の問題点の解決に向けた課題を整理す

る。 

まず、問題点の１点目、生産年齢人口が高齢者を支える割合の

増加によりもたらされる、成長性の乏しい“低成長時代”を迎え

るにあたり、今の経済的な豊かさが脅かされることについてであ

る。 

この問題に対する課題としては２つが考えられる。一つは、高

齢者に対して社会参加に必要な技能等を身につけてもらう場を

つくることによって、生産者年齢を逆に引き上げていくことであ

る。現に７０歳を超えても元気に働き続けている方もおられる。

健康の維持・増進に向けた積極的な取り組みをベースとして、で

きるだけ生産にかかわってもらって、ある程度自分自身を支えて

もらう仕組みを構築していくことが求められる。 

もう一つは、若い人たちに１人でも多く枚方市に住んでもらう

ための仕組みをつくることである。例えば、枚方市に住んでいる、

また他市から来ている若い人たちが、枚方のよさ、歴史などを高

齢者の先輩に聞く場を通じて、枚方市で子どもを産んで育てたい

と思える環境をつくることが考えられる。 

次に、問題点の２点目、地域社会を支える地域コミュニティの

衰退についてである。これからは、地域コミュニティというもの

を形成していく新たな広がりが必要ではないかと考える。そうい
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うまちづくりの「てこ」になるものを社会教育行政の中で検討・

構築していく必要があると考える。 

その答えの一つが、地域の学校と子どもたちを中心にして、高

齢者と子育て世代をつなぎ、活動に結びつけていくことである。 

例えば防災に関しては、地域全体で考えていかなくてはならな

い問題である。防災訓練を校区で実施しているが、一度参加をし

てみるとどれだけ大切なものかということが実感できる。避難所

が学校ということもあるので、子どもたちを中心に、防災という

観点から高齢者や子育て世代まで広げられるような地道な取り

組みを続けることが必要ではないかと考える。 

また、地域ではリタイアされている方が増えており、地域の行

事にたくさん参加されている。地域の学校や公共施設を活用し

て、地域の行事を大切にしながら、子どもたちを中心に地域の住

民を取り込んでいくことも大切だと考える。 

続いて問題点の３つ目、社会生活における「つながり」の希薄

化に対してである。地域では元気な高齢者が多くおられるので、

高齢者の生きがいづくりとも関連させながら、地域づくりにおい

て、何か子育て世代と結びつける仕掛けが必要だと考える。なぜ

ならば、子どもたちの参加活動を促進することによって、その親

である子育て世代が必ず活動に参加するからである。 

なお地域の中には、地域の学校を卒業後、まだ子育てをしてい

ない地域住民や子育てを終えた世代など、一旦地域とのつながり

が薄れる住民がいるので、これらの住民を地域の活動に取り込ん

でいく手法についても検討しておく必要がある。 

このことは、先にも述べたとおり、地域の学校や公共施設、さ

まざまな行事を活用し、子どもたちを中心とした交流の場を提供

して、その中で活動を安心して後々につないでいくということで

あり、今後はその仕組みをつくっていくことが必要である。 

また、高齢者は、さまざまな講座や活動に参加しているが、そ

こで得た知識や技術をどのように地域社会に生かしていったら

いいのかわからないとの声がある。この力を地域づくりにどうつ

なげていくかが課題である。そのためには、活動の組織づくりや

啓発・学習の場の提供が必要であると考える。 

４．課題の解決に向けた取り組み。（１）成長性の乏しい“低

成長時代”における経済的な豊かさの維持・向上。 

経済的豊かさが脅かされる状況が現われてきたことによって、

地域社会を支えるコミュニティの衰退や社会生活における「つな

がり」の希薄化にも影響を与えている。 

経済的豊かさは、市民生活の維持・向上にとって重要であるば
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かりではなく、ボランティア活動等の地域活動を行うためには、

交通費等の経費が必要であり、経済的な裏づけがなければ、意欲

はあっても地域活動にも参加できないという事態を招くことか

ら、社会教育の活性化の点からも重要である。 

経済的な豊かさを維持・向上させるためには、先に触れたよう

に、ボランティアに取り組む方たちを含むいわゆる現役世代とい

う意味での生産年齢の引き上げと、より多くの若い世代に「住み

たいまち、住み続けたいまち」として枚方を選択してもらうこと

が重要であり、そのために社会教育行政は、高齢者の就労機会や

ボランティア機会の拡大、社会教育側面からのまちの魅力アップ

に貢献しなければならない。 

就労機会の拡大については、社会教育部だけでなく、縦割り行

政の弊害を排した戦略的で全市的な取り組みが求められるため、

社会教育の枠組みだけで解決に至るものではないが、例えば事業

実施にあたり必要とされる資材の確保においても、参加する市民

とともに、その資材の入手ルートについて、市内経済の活性化を

念頭に学習しながら入手するなど、事業と市内経済の活性化をリ

ンクさせる取り組みが求められる。 

社会教育側面からのまちの魅力アップにあたっては、学校教育

の充実とともに、社会教育でも多様な事業展開を行い、教育文化

都市のイメージを市内外の人々に印象づけることが必要である。

行政が実施する事業だけでは限界があるため、市民の自主的な地

域における教育文化活動の充実が求められるが、地域活動に参加

する意欲があっても、経済的な理由により参加を断念する事態を

避けるため、可能な範囲で行政が援助を行うことが望ましい。た

だし、援助を行うことで、活動に参加する人々をほぼ無償の労働

力として扱うことのないよう、十分に留意することが必要であ

る。また、教育文化活動の充実を考える際には、本市内にある多

くの大学が持つさまざまな専門的な機能にも着目し、大学との連

携を通じた事業展開を模索することも重要である。 

合わせて、地域の活動に熱心に取り組む方たちや資金提供を行

った方たちの顕彰を行うことも、市民の積極的な地域活動への参

加を促すためには有効な取り組みである。 

さらに、大阪府和泉市のように、全国的な人口減少傾向の中で

人口を伸ばしている事例もあることから、そのような先進事例に

学ぶことも枚方市の持つ資源を生かしたサスティナブルなまち

づくりを進める上において重要である。 

（２）地域社会を支える地域コミュニティの再生。 

地域コミュニティの再生の「てこ」となるものとして、地域の
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学校と子どもを中心にして、高齢者と子育て世代をつなぎ、活動

に結びつけていく考え方は重要な視点である。しかし事業参加者

と事業運営者の固定化が見られるなど、事業を継続する中でコミ

ュニティの再生とリンクしなくなる事例も見られるので、子ども

の教育的な観点からの評価とともに、コミュニティ再生の観点か

らの事業の評価も行い、現在の社会状況に沿ったコミュニティ再

生に寄与する新たな事業展開についても検討していく必要があ

る。 

小学校では、地域のコミュニティとのつながりも濃く、さまざ

まな地域との連携事業も開催されているが、中学校は地域との接

点が薄く、今までは中学生になることが地域と切れるきっかけと

なっていた面がある。平成２７年度からは、小中学校ともに年３

回の土曜授業を行うことになるが、この授業実施に当たっては、

地域社会との連携の視点を踏まえて実施することになっており、

この授業の有効活用を図ることで中学生と地域社会との接点を

再生していくことが期待される。 

また、地域のコミュニティの再生を考える際には、コミュニテ

ィの構成員としての地域住民の問題として考えるだけでなく、コ

ミュニティの再生にも大きく影響する地域経済活性化の視点か

らも考えていく必要がある。地域住民が営む商店や工場等にも目

を向け、そこで販売される商品が店頭に並ぶまでの過程や、製造

される商品が完成し販売されるまでの過程と地域の人々とのか

かわり、世界の人々とのかかわりにも目を向け、自分たちの生活

の場である基点としての各地域や枚方市全体を念頭に、地域のコ

ミュニティの問題を単に閉じられた地域だけの問題とせず、地域

から見た世界、世界から見た地域の視点からもコミュニティ再生

の問題を考えることが重要である。 

（３）社会生活における「つながり」の再生。 

地域の人々のつながりを取り戻すためには、それを担う地域住

民の存在が不可欠であるが、既にリタイアし、時間的な余裕を持

つ高齢者の生きがいづくり、健康づくりとも関連させながら、彼

らの地域活動に対する意欲を引き出し、その意欲を具体的な地域

の事業に結びつけていく仕組みづくりが重要である。 

高齢者の中には、何かしたいと思いながら、しかし何をしたら

いいかわからないという方たちも多いため、既に意欲のある高齢

者に対しては、各種ボランティア団体の紹介など、具体的な社会

参加機会の情報提供を行うとともに、情報提供を行っていること

そのものを意欲のある高齢者に知っていただくＰＲが重要であ

る。 
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また、地域の人々のつながりの再生にあたっては、それを積極

的に進めるリーダーの存在が不可欠である。地域のさまざまな事

業に参加する高齢者等は一定数おられるが、自らリーダーになろ

うとする人材は少なく、現在の地域活動においてもリーダーの後

継者不足が課題となっており、リーダーの発掘・育成は、地域の

つながりの再生を考える上において喫緊の課題である。教育委員

会と地元で積極的にボランティア活動に取り組む団体との協力

により、高齢者が参加しやすく発言しやすい事業を企画し、事業

の中からリーダーがあらわれてくるような取り組みを進めるな

ど、今までよりも一歩進んだプログラム展開が期待される。 

さらに、リーダー養成を意図しない事業においても、事業を進

める行政職員や地域のリーダーとの積極的なコミュニケーショ

ンを通して、新たなリーダーの発掘・養成を地道に行うことも重

要である。 

一方、行政が進める地域のボランティア育成講座等について

は、事業実施後の行政のフォローが重要であり、講座を受講した

技術を持つ人と、その技術を求める人とのマッチングにおいて、

行政が支援を行うことが人材の有効活用の観点から求められる。 

５．枚方市全体としての取り組みの重要性。 

地域のコミュニティの再生や社会生活における人々のつなが

りの再生、それを担保する経済的な豊かさの維持・向上の課題に

取り組むにあたっては、社会教育側面からのアプローチをリード

するのは教育委員会の役割であるが、これらの課題は地域住民の

生活や健康、生業等、民政面とも深くかかわる課題でもあり、市

として総合的に取り組むことでより効果が期待できるものであ

ることから、教育委員会と市長部局が連携し、総合的な戦略の中

で取り組んでいくことが必要である。 

また、枚方市社会教育委員は、その取り組みを社会教育側面か

らチェックして、それぞれの立場から教育委員会に助言を行う立

場にあり、超高齢社会における社会教育の推進にあたっては、市、

教育委員会とともに推進していかなければならない。 

 

ただいま事務局のほうから、これまでの審議の経過と、そして

前回の審議を踏まえての修正された意見書の案を提示されまし

た。何かご質問なりご意見はございませんか。よろしいでしょう

か。 

今回はぎりぎりの人数となっておりますので、皆さん積極的な

ご意見をお願いします。 
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今まで６回ですか、いろいろと検討してきて、出てきた意見を

まとめられたということですかね。 

内容云々というのはいいと思うんですけれども、聞いてました

ら、難しいなあと思うところはたくさんあったと思うんですけれ

ども、内容的には“うん？”と思うことはなかったと思うんです

けれども。これまで出た意見をまとめたということで、これでい

いと思います。 

 

前々回の意見をまとめて、前回、またさらにもう一回念のため

にご意見を伺いましたのが、これまでに話しましたことです。感

想でも結構です。 

 

難しいなあと思います。 

 

今、委員がおっしゃったように、非常によくできた文章できれ

いにでき上がっているんですが、それを“絵に描いた餅”にしな

いようにしなければならないと思います。そういう努力は我々委

員の間でできたとは言えないかもしれないので、今後、行政の中

で耕していっていただきたいというふうに思います。 

 

１点よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

今、志保田先生からもご指摘もいただいたので、意見書を受け

取る側の行政としての感想なり、今後のことについてお話をさせ

ていただきたいと思います。 

まず枚方市を取り巻く状況、最初のその状況分析のところで、

我が国がこれまでに経験したことのない社会を迎えるんだとい

う記載が最初にございましたけれども、実は日本の人口構造、ひ

ょうたん型に今はなっておりますが、日本の人口構造と枚方市の

人口構造というのは全く相似形、全く同じ形をしているんです。

ということは、日本の国全体が今後急速に少子高齢化が進む中、

超高齢社会に向けた動きというのは、枚方市において全く同じよ

うな形で進むということで、枚方市においても本当にこれまで経

験したことのないような社会を迎える時代が次にやってくると

いうことで、我々も非常にそのあたりのことについて憂慮がござ

います。 

あと、意見書の中でご指摘していただいているところの特に重

要なポイントは、その社会を形づくる、そしてきちんとそれを持

続させていくために、人と人のつながりであるとか文化であると

か、さらにはルールだとか、そういった無形のものが非常に重要
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だということだと思うんですね。そういった点に関しては、本当

に学問的にも、あるいは行政活動を進めていく上でも、そういっ

たものに対する注目というのは非常に高まっています。社会関係

資本というような言い方をする場合もございますけれども、非常

にそういったものが重要だということです。 

ちょっと余分な話になりますけれども、日曜日に私、夜に日曜

ドラマ「ナポレオンの村」という唐沢寿明さんが主演しているテ

レビドラマを見ておりました。見られていない方もおられると思

うんですが、実は東京都庁のスーパー公務員が限界集落といわれ

るような東京都にある過疎の村に行って、その村の再生をやると

いうようなドラマなんですけれども、本当にその中でも人のつな

がりを再生していって、それを地域の再生に結びつけていくよう

なことが描かれておりました。本当にこれからはそういうことが

重要になっていく時代だなというふうに考えておりまして、特に

そういったことを担当する社会教育部におきましては、こういっ

たご指摘は非常に重要だろうと考えております。 

それで、この意見書を最終的にいただきましたら、それをまず

基本的に教育委員会のほうに報告をさせていただきますが、この

後、社会教育部としても各種の計画をつくっていくとか事業展開

をしていくとか、そういうようなことがさまざまにございます。

まず、図書館行政においては、この第２次グランドビジョンに続

く第３次グランドビジョンというものがございますので、そうい

った中にもこういった観点を取り入れていかないといけないと

思いますし、スポーツ振興行政のほうでは、スポーツ基本法とい

う法律ができまして、それに基づいて、本市におけるスポーツ振

興をどのように進めていくのかといったことをさらに具体のビ

ジョンということとしてつくっていかないといけないというテ

ーマがございます。 

それと、社会教育事業のほうも、事業をどう体系化していくの

かというのもまた新たなテーマとしてございますので、そういっ

たところにぜひこのご意見、視点というものを取り入れていきた

いなというふうに考えておるところです。 

 

私、２年前に委員に改めて任命されて、議長を仰せつかって、

第１回のときに皆さんにお願いしたことは、いろんな研修会なん

かに出ましても、他市の動きと比較すると違った面があると。も

う一度原点に返って、何を議論したらいいかということでテーマ

をまとめたいというふうに諮りまして、メール等でたくさん提案

をいただきまして、その結果として、この高齢社会教育という大
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嶋田委員 

 

 

きなテーマで勉強をさせていだきました。 

またその中では、たくさんご意見をいただきました結果から、

こういう形のかなり量の多い意見書になったというふうに思い

ます。 

それから、また意見書のほうをよく見ていただきますと、例え

ば１ページの最後のほうのところ、どのような社会教育行政を今

後行っていくかを検討したいということが書かれておりまして、

また２ページ目にはこの間の本市におけるいろんな組織等の変

わった点もありまして、この効果的な社会教育行政を進める観点

から検討を行いという表現とか、具体的なことは書いておりませ

んけども、市の社会教育行政についていろいろなお願いしたいと

いう方向をとっていると思っております。 

また、この分析のほうは、事務局がお調べいただいて、大変緻

密で立派な分析をしていただいた上で、意見を述べるという形に

なっております。 

意見書と、あと課題が残ることを覚悟の上、皆さんご理解して

いただきたいと思います。 

何かほかにご意見とか感想はないでしょうか。志保田委員、ど

うでしたか。 

 

何度も言いますけれども、よくまとめてはおられると思います

けれども、その具体策を今事務局がおっしゃったように講じてい

く必要があると思うんですが、その中で図書館の第３次５カ年計

画というものが出てきたり、そういうものも評価点だと思うんで

すが、ほかの点でもそういうふうな具体的な取り組みですね。も

ちろん、図書館の新５カ年計画というのは、中身については知り

ませんけれども、ほかのところでもそういった取り組みの計画や

事案を、子ども読書とか、あるいは高齢者のボランティアの活動

の固定化が見られるという指摘が気になるんですけれども、これ

はこの会議でその方面の方から言われたことなんですけれども、

こういったことを打開していくような方策を方策として出して

いただくように。これも議長が言われたことだと思うんですけど

も、お願いしておきたいなというふうに思いました。 

 

嶋田委員、どうでしょうか。 

 

テーマが超高齢化ということで、僕はまだまだ若いので、テー

マからしたら後ろ向きかもしれないですけれども、僕も子どもが

おりまして、１人なんですけれども、友達でも子どもがたくさん
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服部委員 

 

欲しいという人もいるんですけれども、なかなか生める環境にな

い。というのは、なかなか子どもをつくっても、保育園に預けて

も、預けるところもなかったらすぐに迎えに来いと言われる。そ

ういうところのいろいろなことを踏まえて、今回こういう計画書

をつくった中で、やはり超高齢化に向けても大事だと思うんです

けど、若い、これから１０％になっていくという中で、これがモ

デルケースになったらいいかなというところで、それが１０％か

ら２０％になる。今、事務局の方もおっしゃってましたけど、今

はひょうたん型だと。これはもう全国的に一緒だろうけど、ここ

に今回討論されたことを生かして、そのひょうたん型が、ピラミ

ッドは言い過ぎですけど、枚方市がモデルケースとなるような、

先ほど志保田先生もおっしゃっていましたけど、いろんなケース

を研究して、枚方市がほかの市に先立ったすばらしい市になれば

なということは私は思ってます。 

 

西田委員、どうでしょうか。 

 

私もいろいろ参加させていただいている立場なんですけれど

も、実際高齢者の活動の場というのはできてきていますね。私も

びっくりしたんですけれども、あちこち街角デイサービスができ

てきて、それだけでなくて有志でされている方もいらっしゃいま

すね。 

私、マージャンをちょっと勉強したくて、そういうところに参

加させていただいているんですけど、そういったところもできて

きている。いろんなところで活動の場はできてきているんだけ

ど、それをどう組織づくりをして、地域の活性化に結びつけてい

ったらいいのか、ぽつぽつできているのは肌で感じてますね。で

も、それがどういうふうに今後、進んでいくんだろうなというふ

うに、今、自分が参加している限りで思います。本当に生涯学習

センターの中ではたくさんの人たち、講習を受けた人たちがリー

ダーになって、いっぱい教室を開いて、地域の高齢者の方たちの

健康づくりに貢献されているのは物すごく多いですね。もう目い

っぱいされていますので、そういったところを今感じているとこ

ろです。 

 

服部委員、いかがでしょうか。 

 

課題の解決に向けた取り組みですか、これはいろいろと書かれ

てまして、これはもうそのとおりだと思うんですけども、どちら
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かというと、感想としてはやっぱり総論的なところじゃないかな

と。では、より具体的にどのような施策を取り入れていくのかと

いうと、なかなか難しいなという気はします。 

それと私、この３月までシルバー人材センターというところの

事務所にいたんですけども、やっぱり理念と、実際に求めてはる

人のギャップみたいなものがあるような気がしていたんです。例

えば、シルバーの理念というのは何やねんといったら、お金じゃ

ないですよ、健康づくりですよ、あるいは生きがいがどうのこう

のですよというのが理念なんですけども、その理念で入ってきは

るかというとそうじゃないんですね。収入を求めてで、言うか言

わないかはあるんですけども、そういった理念的なところと現実

とのギャップというのはやっぱりどこでもあると思いますので。 

例えば、ボランティア活動を行うためには交通費が必要ですよ

と書いてある。そのお金はどないすんねんとなったときに、具体

的に難しいなという。例えば、市役所が出してくれますよと言う

のは簡単なことだろうけども、それではなかなか解決にはならな

いと思いますので、そのあたりは、より具体的な施策というと、

事務局がおっしゃっていたようになかなか大変なことだなとい

う。人ごとみたいで、勝手で申しわけないんですけども、そんな

感じはしますね。 

 

特に年金の支給年齢が上がるので、経済的な支えがないと活動

ができない部分も出てきていますよね。６５歳がもっと上がると

いうことなので、そして減額になるということもありますので。 

 

ある程度の経済的に基礎的なものがないと、ボランティア活動

なんてやってられませんものね。その日食べんとおられんという

ことでは、ボランティアどころではなくなってきますので。 

 

市のファンドの分配の問題もあると思いますけれども、そうい

うところも協力して工夫していただいて、例えばこういうのをつ

くっておられたりとか、業者は本物を入れて、そういう宣伝から

多少のアガリをもらって取材する様子とか、あるいはまた名前を

変えてというようなこともありますけど、そういったものは冠講

座のようなものとかを活用するなりして、本当に前向きな形でも

って有用化していくということですね。 

ですから、市民からお金をもらったりするような形は、社会教

育ではふさわしくないと思いますけども、そのスポンサーからお

金をもらうというのもある意味で否定されたりもするんですけ
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れども、工夫をしていったらできるのではないかと。 

例えば、前差し上げました未来を開く図書館という、ニューヨ

ーク公共図書館、そういう例を見ていただきましたら、自分たち

で稼いでいる、そういうふうなのがございますので、何とか工夫

を少しはしていただきたい。されているとは思いますけれども。 

 

積極的なご意見をありがとうございます。石塚副議長、どうで

しょうか。 

 

大変よくまとめていただいていると思います。今回は、超高齢

社会という非常に身近なテーマでしたので、ましてや現場を知る

ために施設見学から始まっておりますので、大変活発な意見のや

りとりができたように思っております。 

私は、もうすぐ孫が生まれるんですけれども、子育て世代の方

たちにいろいろな問題があるんじゃないかなと思って非常に危

惧しております。ですから、元気な高齢者の方々がたくさんおら

れますので、何かつないでいくような仕組みづくりというんです

かね。最近、新聞紙上でもいろいろそういったテーマに沿って記

事が上がっておりまして、高槻でしたか、茨木のほうでは何か子

育て世代の方たちに手を差し伸べるような組織づくりができて

いるようにも聞いておりますので、他の市の活動なども参考にし

ていただいて、より具体的に進めていただけたらなと思っており

ます。 

 

ありがとうございました。皆さんのご意見は、この意見書の案

に沿って、それをさらに補強するような内容だったと思います。

これからこの意見書をまとめることになりますけれども、基本的

には皆さんがおっしゃったとおり了承いただきたいと思います。

また、それで皆さんのご意見を検討いたしまして、さらに修正し

ますよとか、必要な場合があるかもしれません。その場合は、時

間的な制約もありますので、我々議長、副議長に一任させていた

だくということでお願いしたいと思います。 

それでは、これをもちまして、皆さんご意見ないでしょうか。

よろしいでしょうか。 

それでは、議長・副議長にご一任いただいたものとして、私か

ら意見書を提出することにいたします。 

教育委員会への意見書の提出後、事務局は、各委員の皆様に教

育委員会に提出した意見書と同じものを送付するようお願いし

ます。 
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それでは、次の案件に移ります。 

案件２の「『枚方市立図書館第２次グランドビジョン』の総括

及び意見書案について」説明をお願いします。 

 

それでは、「『枚方市立図書館第２次グランドビジョン』の総括

及び意見書案について」ご説明をいたします。それでは、資料４

の１、Ａ３版横長の「枚方市立図書館第２次グランドビジョンの

進捗状況 平成２３年度から平成２６年度」をごらんください。 

本資料につきましては、修正点は１点だけでございます。資料

の３枚目、網かけの部分をごらんください。こちらはナンバー３

の３、「情報通信機器を活用したサービスの充実」のところの②

「電子書籍の動向について積極的に調査研究を行う」というサー

ビス展開の方向についての取り組み実績を書いた部分ですが、前

回の委員会議に提出した資料では、調査研究の結果について、「現

在は電子書籍提供企業間での規格の不統一や資料の蓄積・タイト

ル数、コスト、コンテンツの魅力などに課題があることがわかっ

た」というように単なる事実を表記していたところ、「わかった」

からどうなのかを書くべきとのご指摘をいただきました。そこ

で、「課題があり、現時点での導入は時期尚早であると判断した。」

と、第２次グランドビジョンの終期である平成２７年度中の電子

書籍の導入は行うべきではないという教育委員会としての見解

を明らかにいたしました。 

資料４の１の修正は以上でございまして、続く資料４の２の

「第２次枚方市子ども読書活動推進計画」の進捗については、第

２次グランドビジョンにおける子ども読書活動推進項目を補強

するための参考資料でございまして、こちらも修正点はございま

せん。 

続きまして、資料５の「枚方市立図書館第２次グランドビジョ

ンの総括」をごらんください。 

こちらは教育委員会として第２次グランドビジョンの総括を

行った文書でございます。前回の委員会議でご検討いただいた際

に幾つかご指摘をいただき、何点か修正を行いました。 

それでは裏面の２ページの網かけ部分をごらんください。 

まず、ナンバー３の１、「インターネット予約システムの充実

やリクエストサービスの推進」のところの「ソフトの更新」の網

かけ部分ですが、こちらは前回配布資料では「インターネット予

約システムの改修」と「改修」の文字を入れておりましたところ、

「システムの改修」とは言わないのではないかとのご指摘をいた

だき、このたび「システムソフトの更新」に修正いたしました。 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に下段の網かけ「現時点での導入は時期尚早であると判断し

た」につきましては、先ほど電子書籍のところでご説明した部分

でございます。この電子書籍につきましては、新たな利用者の獲

得に向けた有望なツールであると考えておりますので、今後とも

導入に向けた積極的な情報収集を進めてまいります。 

続いて３ページ、ナンバー５の１、「効率的効果的な運営体制

の構築」のところの「方向性を明らかにした」と「方向性を具体

化していく」の部分ですが、「方向性を明らかにした」のところ

は、前回「考え方を明らかにした」と書いておりました。これに

対しまして、「考え方」を明らかにするだけでは、市民に対する

説明責任を有する行政としては不十分で、「方向性を明らかにし

た」とすべきではないかとご意見をいただき、そのように修正を

行いました。 

また「方向性を具体化していく」のところは、前回「方向性を

確立していく」としておりましたが、上で「方向性を明らかにし

た」としましたので、既に明らかにした方向性を再び確立するの

は論理矛盾を起こしますので、「方向性を具体化していく」に修

正をいたしました。 

続いて５ページ、下から７行目の「課題の解決」のところでご

ざいますが、前回この部分は「課題解決」というふうに書いてお

りまして、課題と解決の間の「の」がございませんでした。この

点について、「課題解決」という言葉は、現在図書館においてレ

ファレンスサービスやビジネス支援等を通じて、市民が日常生活

等で抱えるさまざまな課題の解決に向けた支援を行う際に使用

する言葉で、ここではそのようなニュアンスではないため、混同

を防ぐため「課題の解決」とすべきとのご指摘をいただき、その

ように修正を行いました。 

以上が第２次グランドビジョンの総括について、このたび修正

を行いました全てでございますが、前回ご検討いただいた内容と

今回修正を行った内容を踏まえまして、社会教育委員会議として

の意見書案として作成いたしましたのが、資料６の「枚方市立図

書館第２次グランドビジョンの総括について（意見）［案］」でご

ざいます。 

それでは、資料６をごらんください。書き出し部分につきまし

ては、平成２４年度から実施してきた第２次グランドビジョンの

進捗状況に係る議論を踏まえ、このたびの第２次グランドビジョ

ンの総括について、各委員の立場から議論し、意見書をまとめた

というように書いております。 

記書き以下につきましては、社会教育委員会議として、枚方市
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立図書館第２次グランドビジョンの総括について検討を行い、検

討内容を踏まえ、総合的に判断した結果、教育委員会が行った第

２次グランドビジョンの総括が妥当であるかどうか、また第２次

グランドビジョンが当初の目的を達したかどうかについて、社会

教育委員会議としての評価を括弧内に書いていただきたいと存

じます。また、前回の議論で、総括についていただきましたご意

見として、現在の市立中学校３校の学校図書館に配置している学

校司書をさらに充実すること、また電子書籍については新たな市

民利用のきっかけとなる可能性があり、今後も導入に向けて検討

を進めるべきことを付記しております。 

裏面に移っていただきまして、ここにはこのたびの第２次グラ

ンドビジョンの総括に係る審議経過を書いております。 

第２次グランドビジョンの総括と意見書案に係るご説明は以

上でございます。 

 

ただいま事務局から資料４の１の第２次グランドビジョンの

進捗状況一覧と、資料５の第２次グランドビジョンの総括につい

て、前回の委員の皆様の出していただいた意見を基にして、修正

を行った旨の発言がありました。 

修正を行った資料４の１と資料５につきまして、検討したいと

ころといいますか、皆様何かご意見、ご質問はありますか。 

 

資料５の中の２ページの３の３、網かけですけれども、このよ

うに直していただくようにお願いしたのは私でございますけれ

ども、今、事務局が説明になったように、そういう一文がここに

なっていたら、次回で引き継いでいただかなきゃいけないんじゃ

ないでしょうか。つまり、ここでは判断したで終わってますよね。

過去のこととしてはそれでいいかもわからないんですけど、今後

に情報を集めて検討していく必要があるというようなことをお

っしゃいましたよね。だから、そのことは大事なことだと思いま

すので、ここには出ておりませんけれども、出されるほうがよろ

しいんじゃないかなと思いまして。 

 

３の３の判断はしたんですけれども、その下のところで、今後

の課題解決ツールとして云々の一番下のところ、電子書籍の導入

に向けた積極的な情報収集を進めていくというところで、今後の

方向性について一応。 

 

わかりました。これについては多少の思いがあるんですけれど
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も、例えば堺とか、こういうのをやったりしているところの問題

は、広域的にああいうふうな電子情報は流れるんですね。だから、

共有されるような、例えば堺の場合は大阪市とか和泉市とかにも

流れていっているんですね。ですから、そういったこともいわば

都市間の協力のような形で、近隣の市、北河内ですか、そういう

ような範囲ででも考えられる機会をされたらどうかなと思いま

すけど、書きぶりはこれで結構だと思います。 

 

電子書籍につきましては我々もかなり注目をしておりまして、

今の状態というのは、例えば昔のビデオテープでいうと、ベータ

とＶＨＳが混在しているような状況で、機械によって使えたり使

えなかったりする、あと著作権とかの問題があって、コンテンツ

に魅力薄というか、ぜひ入れたいという状況がまだ成熟していな

いなと思っておりまして、その状況を見ながら本当に今入れたら

市民の要求に応えていけるという状況が訪れるときにはぜひ入

れたいと思いますので、今は状況を注視している状況で、これか

ら前向きに検討していきたいというふうに思っております。 

 

わかりました。電子書籍の文章が上と下とで分かれているの

で。 

 

そのほか皆さん、ご意見ご質問はないでしょうか。 

 

 資料６の括弧のところ、私が前回欠席だったので、ピント外れ

かもわかりませんけど、これは○か×かを入れてくれということ

ですか。 

 

これはまた後でご議論いただきたいと思っているのですが、総

括文書そのものは教育委員会が総括を行ったものですので、我々

が行ったこの総括について、社会教育委員会議として、我々の行

った総括が妥当だったのかどうかという判断をいただかなけれ

ばいけないなというふうに思っております。 

あと、第２次グランドビジョンがそろそろ終期を迎えるという

中で、今までご報告させていただいた我々のやってきたこと、そ

れについて考えていただいて、第２次グランドビジョンは我々が

目指した方向とか目的を達したかどうかというこの２点につい

てご判断願えればなというふうに我々は思っておりまして、それ

を文章化して書いていただけたらなと思っております。 
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志保田委員 

先ほども話がありましたけれども、資料４の１と資料５は、前

回の提示されたものを、我々の意見に基づきまして修正したもの

が今出ているわけですね。それで最終的に資料６の網があります

よね。文章は後で考えるとしまして、我々の委員会としての意見

をまとめておきたいと思います。 

ほかに意見ないでしょうか。 

それでは前回の皆さんのご意見にしたがって、修正案のとおり

盛り込みたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。 

それでは、次に資料６の第２次グランドビジョンの総括につい

ての意見書案について検討を行いたいと思います。この空欄のと

ころはまた後で皆さんのご意見をいただいて、書くこととしまし

て、この意見書案の構成、あるいは下に書いた２つの案、附帯意

見、この点につきまして、皆さん何かご質問とかご意見等はない

でしょうか。 

 

１と２の意見は、これはこれでいいと思いますけれども、その

括弧の中が、先ほども聞きましたが、単に○ですよ×ですよとい

う表現でいいのか、何かいろいろと書かないといかんのかという

ことが聞きたい。 

 

資料６全体のことにつきまして、異議なしということでよろし

いでしょうか。 

それでは、次に肝心のところですけれども、意見書案にござい

ます、社会教育委員会議としての評価を書く部分について検討を

行います。 

教育委員会が行った総括、資料４の１と資料５が妥当であるか

どうか、第２次グランドビジョンは当初の目的を達したかどう

か、それが評価のポイントとなると思いますが、みなさんのご意

見はどうでしょうか。 

 

茶化しているわけではないんですが、例えば６０点であるとか

５０点であるとか、こういうことではないんでしょう。○か×か

ということでしょう。 

 

そういうことです。 

 

ほか、どうでしょうか。 

 

５の資料で、５の１、ここに効率的効果的な運営体制の構築と
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いうのがあって、第２次グランドビジョンには確かにこのような

形でのまとめをしていたと、そのグランドビジョンにかかわった

者として思うんですけれども、ここでの議論の中では、グランド

ビジョンそのものを言えるかどうかはわからないんですけれど

も、その後の図書館運営に関して、指定管理者の導入とか、そう

いった問題が検討されていたという事実がありますよね。報告と

か、そういったことはここに出ていませんけれども、第２次グラ

ンドビジョンの総括としてはこれでいいというふうにお伺いに

なっていいんですか。 

 

はい。我々この前、案を出させていただいて、その中でこの表

現が妥当であると考えております。 

 

第２次グランドビジョンに関しては、確かにこのとおりです。 

 

その他、ご意見とかないでしょうか。 

それでは議長としましては、教育委員会は第２次グランドビジ

ョンが示したサービス展開の方向性に従い、さまざまな事業を行

い、一部達成できなかった課題があるものの、その他の成果を数

多く上げていることから、教育委員会の行った総括についてはお

おむね妥当であり、第２次グランドビジョンは当初の目的を達し

ていると考えます。 

したがって、意見書の空欄には「おおむね妥当であり、第２次

グランドビジョンは当初の目的を達した」と書いてはどうかと考

えますが、皆さんのご意見はどうでしょうか。 

 

いいんじゃないでしょうかね。 

 

おおむね妥当であるという、その後にまたちょっとおっしゃい

ましたね。 

 

おおむね妥当であるので、当初の目的を達したということです

ね。 

 

私は妥当であるという表現でいいのかなと思ってたんですよ。 

 

総括を行ったことと、我々は第２次グランドビジョンの総括を

評価していただくだけではなくて、我々がやってきた第２次グラ

ンドビジョンの事業の中身そのものを、それをやったことで社会
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教育委員会議として第２次グランドビジョンはちゃんと目的を

達したよ、達してないよということのご判断をいただければなと

思っております。 

 

○や△や◎という判断を皆さんで突っ込んだらいいと思うん

ですけれども、よろしいでしょうか。 

それでは空欄には「おおむね妥当であり、第２次グランドビジ

ョンは当初の目的を達した」と書いて、意見書とすることといた

します。よろしいでしょうか。 

本意見書につきましても、もしよろしければ、議長・副議長に

ご一任いただき、先ほどの「超高齢社会における社会教育」同様、

いただいたご意見も踏まえまして細部の調整を行った後、私から

教育委員会に意見書を提出したいと思いますが、ご異議のある方

いらっしゃいますか。 

それでは、議長・副議長にご一任いただいたものとして、私か

ら意見書を提出することにいたします。教育委員会への意見書の

提出後、事務局は、各委員の皆様に教育委員会に提出した意見書

と同じものを先ほどの意見書とともに送付するようお願いしま

す。 

それでは次の案件に移ります。案件３の「『枚方市図書館条例』

及び『枚方市立図書館条例施行規則』の改訂について」報告をお

願いします。 

 

それでは、恐れ入りますけれども、資料７の枚方市立図書館条

例と、資料８の枚方市立図書館条例施行規則をごらんください。 

平成２８年４月に、蹉跎図書館及び牧野図書館におきまして、

指定管理者制度の導入を予定しており、その指定管理者制度の導

入にあたりましては、地方自治法第２４４条の２の規定によりま

して、条例で定める必要がありますので、枚方市立図書館条例に

指定管理者制度の条項を追加いたしました。この件につきまして

は、６月の教育委員会定例会及び６月議会で可決しております。 

また、利用者による図書館資料等の破損等に対しまして、災害、

盗難等のやむを得ない事情があると認めるときは、その免除がで

きることを現在の施行規則のほうで規定しておりますけれども、

平成２６年度定期監査におきまして、賠償の免除につきましては

権利の放棄に該当するため、条例に規定する必要があるとの指摘

を受けたことから、損害賠償及びその免除に関する条項を条例に

追加し、施行規則から除く整備を合わせて行っております。具体

的には、資料７の条例の第４条に損害賠償に関する規定ととも
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に、ただし書きとしまして、やむを得ない事情のある場合に免除

できることを規定しております。 

第５条には、指定管理者に管理を行わせる施設として、蹉跎図

書館と牧野図書館を定め、指定管理者が行う業務及びその管理の

基準について規定しております。今回は損害賠償及びその免除の

部分について、条例の規定に合わせて、施行規則の制定を行って

おります。 

指定管理者制度導入と施行規則の改正につきましては現在調

整中ですので、整い次第、今後の社会教育委員会議にてご説明さ

せていただきます。 

以上が条例と施行規則の説明とさせていただきます。 

 

今、枚方市立図書館条例及び枚方市立図書館条例施行規則の改

正についての報告をしていただきましたけれども、施行規則につ

きましては、後日さらなる改正があるとのことですので、改正さ

れましたら、また社会教育委員会議に報告をお願いします。 

それでは最後に案件４のその他ですが、事務局から何かありま

すか。 

 

はい。このたびいただきますご意見のうち、「超高齢社会にお

ける社会教育」につきましては、８月の教育委員会にてご報告さ

せていただき、今後の社会教育の推進のために生かしてまいりた

いと考えております。 

また、第２次グランドビジョンの総括につきましては、例年は

前年度の進捗状況につきまして、８月にございます教育委員会協

議会と市議会の文教委員協議会にてご報告させていただいてお

りますが、現在、第２次グランドビジョンの成果と課題を踏まえ

て策定いたします第３次グランドビジョンの策定に向けた準備

を進めているところでございます。 

したがいまして、今回は第２次グランドビジョンの総括のみを

教育委員会や市議会に報告するのではなく、第３次グランドビジ

ョンの策定時に、第２次グランドビジョンの成果と課題も合わせ

ましてご報告をしたいと考えておりますので、ご理解いただきま

すようお願いいたします。 

以上でございます 

 

ありがとうございました。第３３期の本社会教育委員会議も今

月末で各委員の任期の終期を迎えます。本日が第３３期の最後の

社会教育委員会議となりますので、中路部長から一言お願いしま
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す。 

 

第３３期の最後の社会教育委員会議の閉会に当たりまして、教

育委員会を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。 

超高齢社会における社会教育並びに枚方市立図書館第２次グ

ランドビジョンの総括というテーマにつきましては、昨年２月以

降、慎重にご審議をいただきまして、本日の検討をもって意見書

をいただく運びとなりました。これも委員の皆様方に熱心にご検

討をいただいたおかげと厚くお礼を申し上げます。 

加堂議長、石塚副議長におかれましては、第３３期社会教育委

員会議の運営にご尽力をいただき、まことにありがとうございま

した。また志保田委員、嶋田委員、中村委員、森山委員におかれ

ましては今期でご退任ということで、残念でございますけれど

も、皆様方にお力添えをいただいたことで、本社会教育委員会議

での議論も深まり、今後の社会教育行政にとって大変参考となる

意見をいただいたと感謝しております。 

また、第３４期社会教育委員に引き続きご就任いただきます委

員の皆様におかれましては、意識変化する社会の中で本市の社会

教育が市民に喜ばれ、市民生活を豊かにするものとなるよう、引

き続き今後ともお力添えをいただきますよう心からお願いを申

し上げます。 

甚だ簡単ではございますが、第３３期最後の社会教育委員会議

の閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本当に長

期にわたり、誠にありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

それでは、最後に議長の私から一言ご挨拶を申し上げます。 

皆様、本当に２年間ありがとうございました。今期の第３３期

は、求められた意見書だけではなくて、先ほど申しましたように

皆さんからご提案いただきました超高齢社会における社会教育、

こういった大きなテーマで、いわば社会教育の原点に戻るような

議論も皆さんとさせていただきました。 

また、本市の社会教育施設の見学会も準備していただきまし

た。それこそキャンプ場での事務局の方の作ったカレーに舌鼓を

打ちましたり、そんな大変な本市の施設の状況をいろいろ学びま

して、そのことに基づいて皆様委員からのコミュニケーションと

いいますか、意思疎通を図るべき、また市の社会教育の現状につ

きましてもそこで理解ができまして、具体的な議論が深まったと

思います。 
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最初の意見書がありますように、これから本市の社会教育のあ

り方につきましても、この意見書の中で何らか方向づけたという

ふうに思っております。 

私の司会進行は余りよくなくて、皆さんにかえってご迷惑をか

けましたけれども、本当に皆さんのご理解、ご協力を得まして、

無事終えることができました。本当にありがとうございました。 

また事務局のほうでは、大変なご足労をかけまして、いろんな

準備、特に文章なども本当によくまとめていただいて、感謝して

おります。 

皆さんのご協力でこの２年間を終えることができました。本当

にありがとうございました。最後、厚くお礼を申しまして、この

会を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 
 


